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本調査の主旨

調査主旨

本調査は、徳島市下水道事業において官民連携事業（ウォーターPPP）の導入を検討するにあ

たり、徳島市下水道事業の概要や課題、現時点での導入想定スキーム等を提示し、民間事業者か

ら広く意見を募ることで、民間事業者の参入意欲や懸念点について把握することを目的としてい

ます。

注意事項

1

本資料は、現時点での本市の導入想定案であり、今後も更なる検討の上で改訂していく予定で

あることから、現記載内容が確定情報ではないことをご承知ください。

詳細事項

本資料の詳細なデータ等については、下記URLの公表資料等をご参照ください。

（徳島市下水道事業に関するPPP／PFI提案窓口について）

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/jogesuidokyoku/introduction/gesui/gesui_teian.html
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1 徳島市下水道事業の概要

4

市政概要（令和5年度末時点）

■■：公共下水道 ■：特定環境保全公共下水道
■■：都市下水路（■：雨水公共下水道へ移行予定）

中央処理区

北部処理区

丈六処理区

しらさぎ台処理区

竜王処理区

都市下水路
（新浜・津田中央・津田北部）

八万南都市下水路

都市下水路
（国府東・国府西）

都市下水路
（田宮北・田宮西・矢三東・矢三西）

（島田・鮎喰・加茂名・名東西）

八万
都市下水路

行政人口 245,618 人 行政面積 19,152 ha

市街化区域 178,226 人 市街化区域 3,918 ha

※市街化区域人口のみ令和2年度国勢調査時

下水道事業の概要（令和5年度末時点）

［面積］
汚水

(■■■)
雨水

（■■■■）

計画面積 1,595 ha 3,275 ha

整備面積 1,441 ha 2,462 ha

面整備率 90.4 ％ 75.2 ％

［人口］（汚水分のみ） 徳島市 全国平均

計画処理人口 103,000 人 ―

現在処理人口 76,029 人 ―

汚水処理人口普及率 85.7 ％ 93.3 ％

下水道人口普及率 31.0 ％ 81.4 ％

水洗化率 89.5 ％ —

※端数処理の都合で計算結果が一致しない場合もあります。



1 徳島市下水道事業の概要
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下水道施設等の概要

下水道事業 下水道事業外 合計

単独
公共下水道

特定環境保全
公共下水道

都市下水路 排水機場等 合計

処理場 2 箇所 3 箇所 — — 5 箇所

ポンプ場 12 箇所 — 9 箇所 77 箇所 98 箇所

汚水中継ポンプ場 3 箇所 — — 1 箇所 4 箇所

雨水ポンプ場 9 箇所 — 9 箇所 76 箇所 94 箇所

管渠 368 km 53 km 62 km — 483 km

汚水管 121 km 34 km — — 155 km

雨水管 36 km 19 km 62 km — 117 km

合流管 211 km — — — 211 km

【出典：単独公共下水道 及び 特定環境保全公共下水道 → 徳島市下水道ストックマネジメント計画（令和5年度策定）】

【出典：都市下水路 → 徳島市都市下水路ストックマネジメント計画（令和5年度策定） 、都市下水路整備進捗状況全体調書（令和5年度末時点）】

排水機場について

 下水道事業計画で下水道施設として位置付けしていない排水機場の運転・維持管理業務について、上下水道局が市長部局

から受託して行っているため、下水道事業外として整理しました。

 今後の事業計画見直し時に、下水道事業外施設の一部を下水道施設として新たに位置付ける可能性があります。

（令和8年度末に事業計画見直し完了予定）
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2 徳島市下水道事業の現状と課題（モノ）
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管渠施設の概要（整備後の経過年数状況）

9
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 下水道全体で約20%の管渠が既に標準耐用年数を超過して

いる。（■）

 下水道全体で今後10年以内に標準耐用年数を迎える管渠も約

20％存在している。（■）

 近年、下水道管渠が原因の道路陥没が増加傾向にある。

老朽化対策を適切に行わないと、道路陥没等の事故増加や処理・送水機能の停止が危惧される。

処理場・ポンプ場施設の概要（リスク評価）

 機械・電気設備が多い処理場・ポンプ場では、ユニット毎に標準

耐用年数が異なっているため、発生確率と被害規模でリスク評

価する必要がある。

 下水道全体で約35%の施設が高リスクとなっている。（■■）

 近年、老朽化による機能不全等が発生している。

【出典：単独公共下水道 及び 特定環境保全公共下水道 → 徳島市下水道ストックマネジメント計画（令和5年度策定） 】

【出典：都市下水路 → 徳島市都市下水路ストックマネジメント計画（令和5年度策定） 、都市下水路整備進捗状況全体調書（令和5年度末時点）】



２ 徳島市下水道事業の現状と課題（モノ）
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 R２～R５においては、年度ごとの苦情・要望発生件数で大きな増減傾向は見られないが、施設の老朽化により今後は修繕工事の

苦情・要望件数が増加すると予想される。

下水道事業において、苦情・要望に対する業務量の増加が予想される。

苦情・要望発生件数（管渠のみ）
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59

90
71

81

26

37

23

28

53

43

42

40

40

39

39 14

178

209

175

163

0

50

100

150

200

250

R2 R3 R4 R5

合計

調査 工事 清掃 その他

0

50

100

150

200

250

R2 R3 R4 R5

都市下水路

調査 工事 清掃 その他

0

50

100

150

200

250

R2 R3 R4 R5

特定環境保全公共下水道

調査 工事 清掃 その他

R2 R3 R4 R5

■ 調査 3 3 3 3

■ 工事 0 5 2 0
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合計 8 16 11 4
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■ 調査 0 0 0 0

■ 工事 2 0 2 6
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■ その他 0 0 0 0

合計 20 9 13 13
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2 徳島市下水道事業の現状と課題（カネ）
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公共下水道の使用料収入
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有収水量 使用料収入

 人口減少や節水意識の高まりによる節水機器の普及等により、有収水量・使用料収入が減少傾向にある。

 中央処理区での人口減少が特に顕著であり、これらの傾向は今後も続くことが予想される。

使用料収入が減少し、これまでの事業規模・サービスの維持は困難になると予想される。

［使用料収入］

R7→R16

-7,700万円

【単位：百万円】【単位：千m3/年】

【出典：徳島市公共下水道事業経営戦略】



2 徳島市下水道事業の現状と課題（カネ）
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下水道施設の改築更新事業費

 既存施設の効率的かつ効果的な改築更新を行うため、ストックマネジメント計画を策定して事業費の平準化を図っている。

 公共下水道管渠の改築更新費は、約8億円/年から始まり10年毎に段階的に増額し、30年後には約14億円/年にまで増加。

 処理場・ポンプ場施設の改築更新費は、最初の5年間は約8億円/年で、6年目以降は14.1億円/年にまで増加。

事業運営のために必要な改築更新事業費は、今後も増大傾向になると予想される。

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2
0

2
3

2
0

2
5

2
0

2
7

2
0

2
9

2
0

3
1

2
0

3
3

2
0

3
5

2
0

3
7

2
0

3
9

2
0

4
1

2
0

4
3

2
0

4
5

2
0

4
7

2
0

4
9

2
0

5
1

2
0

5
3

2
0

5
5

2
0

5
7

2
0

5
9

2
0

6
1

2
0

6
3

2
0

6
5

2
0

6
7

2
0

6
9

2
0

7
1

2
0

7
3

2
0

7
5

2
0

7
7

2
0

7
9

2
0

8
1

2
0

8
3

2
0

8
5

2
0

8
7

2
0

8
9

2
0

9
1

2
0

9
3

2
0

9
5

2
0

9
7

2
0

9
9

2
1
0

1
2

1
0

3
2

1
0

5
2

1
0

7
2

1
0

9
2

1
1
1

2
1
1
3

2
1
1
5

2
1
1
7

2
1
1
9

2
1
2

1
2

1
2

3

単年度費 年平均 累積

【単位：百万円】公共下水道管渠施設の改築更新事業費

※都市下水路管渠は、ストックマネジメント計画なし
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【単位：百万円】処理場・ポンプ場施設の改築更新事業費

【出典：単独公共下水道及び特定環境保全公共下水道→徳島市下水道ストックマネジメント計画（令和5年度策定）】

【出典：都市下水路→徳島市都市下水路ストックマネジメント計画（令和5年度策定） 】

【単位：百万円】 【単位：百万円】



2 徳島市下水道事業の現状と課題（ヒト）
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公共下水道事業の職員数
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徳島市公共下水道事業職員数の推移

一般職 再任用

R7→R16

-28人

 公共下水道経営戦略では、10年後（令和16年度）の公共下水道事業職員数を「55人」（令和7年度比：-28人）と推計。

 コスト削減を意識し、業務効率化のため、下水道施設の維持管理を一部民間に委託することでサービス水準の維持を図る。

官民で連携して下水道事業に取り組むことで、持続可能な下水道事業を目指す。

【単位：人】

【出典：徳島市公共下水道事業経営戦略】
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【出典：下水道統計（日本下水道協会）】

【単位：千人】

H25→R4

-3,300人



2 徳島市下水道事業の現状と課題（まとめ）
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カネ

 施設の老朽化が進み、多くの施設
が標準耐用年数を超過している。

 道路陥没や施設の機能不全といっ
た不具合や住民からの苦情等が増
加することが予想される。

 人口や使用水量の減少により使用
料収入が減少傾向にあり、その傾向
が今後も続くと予想される。

 既存施設を維持管理するための改
築更新費が、今後は更に増加傾向
となると予想される。

 サービス水準を維持し、持続可能な
下水道事業とするためには、コスト
削減を意識した業務効率化が必要
となる

老朽化施設の急増 収入減少と維持管理費増大 下水道事業職員の減少

ヒト

限られた予算・人員の制約下で持続的な下水道事業運営を目指す方法の1つとして
官民連携事業（ウォーターPPP）を積極的に活用し、下水道事業の効率化を図る。

モノ
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3 ウォーターPPPの概要
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ウォーターPPPの必要性
（下水道事業の課題解決）

国は「上下水道事業が抱える課題への解決策の1つ」として、民間のノウハウや創意工夫を活用

することができる官民連携事業（ウォーターPPP）の導入を推進している。

【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】



3 ウォーターPPPの概要
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 国は、令和9年度以降の汚水管改築に係る国費支援（補助金・交付金）の交付要件として、「ウォー

ターPPPの導入が決定済みであること」を要件化した。

 改築更新事業の主な財源は、国からの補助金・交付金であることから、ウォーターPPPの導入は

下水道事業にとって必要不可欠なものとなった。

 ウォーターPPPの導入対象施設に汚水管が必須ということではない。

【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】

ウォーターPPPの必要性
（交付要件化）



3 ウォーターPPPの概要
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ウォーターPPPの概要

 ウォーターPPPには4つの要件があり、交付金要件を満たすためにはすべてを満たす必要がある。

 ウォーターPPPには「レベル4」と「レベル3.5（更新実施型）」、「レベル3.5（更新支援型）」がある。

 日常の維持管理業務や修繕事業、ストックマネジメント計画に基づく改築更新事業が事業対象と

なっており、新設・増設・改良事業についてはウォーターPPPに含まれていない。

【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】



3 ウォーターPPPの概要

17

［要件①］

長期契約（原則10年）
 ウォーターPPPの契約期間は、効果発現等を考慮して原則10年とする。

【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】



3 ウォーターPPPの概要
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［要件②］

性能発注

 ウォーターPPPは、予め運転方法等を仕様で定める「仕様発注」ではなく、性能規定だけを定め事業者の創意工夫

等を活かしやすい「性能発注」とする。

【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】



3 ウォーターPPPの概要

19【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】

［要件②］

性能発注

 ウォーターPPPは、予め運転方法等を仕様で定める「仕様発注」ではなく、性能規定だけを定め事業者の創意工夫

等を活かしやすい「性能発注」とする。



3 ウォーターPPPの概要

20【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】

［要件②］

性能発注

 ウォーターPPPは、予め運転方法等を仕様で定める「仕様発注」ではなく、性能規定だけを定め事業者の創意工夫

等を活かしやすい「性能発注」とする。



3 ウォーターPPPの概要

21【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】

［要件②］

性能発注

 ウォーターPPPは、予め運転方法等を仕様で定める「仕様発注」ではなく、性能規定だけを定め事業者の創意工夫

等を活かしやすい「性能発注」とする。



3 ウォーターPPPの概要
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［要件③］

維持管理と更新の
一体マネジメント

 ウォーターPPPでは、日常の維持管理業務（点検調査・清掃・住民対応等）とストックマネジメント計

画に関連する業務を一体的に行うことで、維持管理上の気づきをストックマネジメント計画に反映

させやすくなり、より効率的かつ効果的な改築更新事業となることを期待する。

【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】



3 ウォーターPPPの概要
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［要件④］

プロフィットシェア

 企業努力や新技術の導入等によりコストが縮減した場合、その縮減分を官民で分配すること。

 配分割合は、必ずしも官1：民1でなくても良く、契約時に協議で定めることが多い。

 プロフィットシェアの発動実績が要件化されているのではないため、導入しておけば発動実績がな

くても要件を満たすことができる。

【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】



3 ウォーターPPPの概要

24

［要件④］

プロフィットシェア

 企業努力や新技術の導入等によりコストが縮減した場合、その縮減分を官民で分配すること。

 配分割合は、必ずしも官1：民1でなくても良く、契約時に協議で定めることが多い。

 プロフィットシェアの発動実績が要件化されているのではないため、導入しておけば発動実績がな

くても要件を満たすことができる。

【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】



ウォーターPPP導入想定案4
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4 ウォーターPPP導入想定案

導入想定案の概要

ガイドラインで示されている対象施設や業務範囲の考え方に基づき、

 導入対象区域は、公共下水道事業の北部処理区と特定環境保全公共下水道の3処理区とする。

 導入対象施設は、対象区域内の処理場、ポンプ場、管渠とする。

 導入スキームは、レベル3.5「更新支援型」とする。

26【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】



まずはこの4処理区でウォーターPPPを導入して
住民サービスへの影響度や導入効果を検証し、

次の見直し時に区域拡大を検討する。

（中央処理区や都市下水路・下水道事業外の排水機場は、直営で継続）

4 ウォーターPPP導入想定案

竜王処理区

中央処理区

北部処理区

丈六処理区

しらさぎ台処理区
都市下水路

（新浜・津田中央・津田北部）

八万南
都市下水路

都市下水路
（国府東・国府西）

都市下水路
（田宮北・田宮西・矢三東・矢三西）

（島田・鮎喰・加茂名・名東西）

八万
都市下水路

27
■■：公共下水道 ■：特定環境保全公共下水道 ■■：都市下水路

処理場の維持管理を既に委託済

丈六処理区・しらさぎ台処理区・竜王処理区

供用年数が浅く、苦情件数も少ない

北部処理区

導入対象区域の選定理由（ガイドラインでは、管理者の任意で選定可）

 中央処理区は、老朽化が進んでいるため、詰まり等の住民

からの苦情件数も多く、これまで職員で昼夜問わず早急に

対応してきた。

 合流地区である中央処理区や雨水処理施設である都市下水

路と下水道事業外の排水機場は、大雨時に職員が24時間

体制で対応し、浸水被害を最小限に抑えてきた。

 これらを民間委託することで住民サービスに影響を及ぼす

可能性も考えられる。

 民間委託をすることで職員の技術力低下が懸念される。

民間

民間

民間

民間

直営

直営

直営

直営

直営

直営



導入対象処理区 4処理区

4 ウォーターPPP導入想定案

28

導入対象施設の選定理由

 ガイドラインに基づき、導入対象区域内の

処理場、ポンプ場、管渠を導入対象とする。

処理場
管渠 ポンプ場 管渠

北部処理区 丈六処理区
しらさぎ台

処理区
竜王処理区 合計

処理場 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 4 箇所

ポンプ場 8 箇所 — — — 8 箇所

管渠 205 km 6 km 40 km 7 km 258 km

汚水管 115 km 6 km 23 km 5 km 149 km

雨水管 27 km — 17 km 2 km 46 km

合流管 63 km — — — 63 km

導入対象区域の苦情・要望件数（管渠のみ）

8

24
19 216 
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6 

6 
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北部処理区

調査 工事 清掃 その他

【単位：件】
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丈六処理区

調査 工事 清掃 その他

【単位：件】
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しらさぎ台処理区

調査 工事 清掃 その他

【単位：件】
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竜王処理区

調査 工事 清掃 その他

【単位：件】

R2 R3 R4 R5

■ 調査 1 0 0 1

■ 工事 0 0 0 0

■ 清掃 0 0 0 0

■ その他 1 1 0 1

合計 2 1 0 2

R2 R3 R4 R5

■ 調査 2 3 3 2

■ 工事 0 5 2 0

■ 清掃 3 6 5 0

■ その他 1 1 1 0

合計 6 15 11 2

R2 R3 R4 R5

■ 調査 0 0 0 0

■ 工事 0 0 0 0

■ 清掃 0 0 0 0

■ その他 0 0 0 0

合計 0 0 0 0



4 ウォーターPPP導入想定案
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ウォーターPPP4要件の比較

ガイドライン 導入想定案

①契約期間 原則10年
10年

（R10～R19)

②性能発注 性能発注
（管渠のみ仕様発注から段階移行も可）

性能発注
（管渠のみ仕様発注から開始）

③維持管理と更新の
一体マネジメント レベル3.5～4 レベル3.5（更新支援型）

④プロフィットシェア 導入
（発動実績は不問）

導入
（官民割合は契約時に協議にて決定）

導入スキームの選定理由（ガイドラインでは、管理者の任意で選定可）

 職員の技術力保持・技術継承を図るため、

改築更新事業（設計・工事・工事監理）は

職員自らが行う「レベル3.5更新支援型」

を導入スキームとする。

導入

民
間
委
託

直
営

【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】



4 ウォーターPPP導入想定案
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ウォーターPPPの
受注者案

【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】

 ガイドラインで想定されている受託者は、単独の民間事業者のほか、JVやSPCも含まれている。

 ウォーターPPPの対象業務は多岐に渡るため、複数の民間事業者で受注するJVやSPCによる

体制を想定している。

 SPCについては、民間のみの出資会社だけでなく、官民出資会社も含めた体制も検討している。



4 ウォーターPPP導入想定案
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地元企業の参画

【出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.3版（国土交通省）】

 道路陥没等の事故や災害へ迅速に対応するほか、ウォーターPPP自体の持続可能性を高めるため

には、地元企業の参画は必須であると考えている。

 地元企業の参画に関する工夫については、今後のマーケットサウンディング結果や先行事例等を参

考に検討を進める。



4 ウォーターPPP導入想定案（まとめ）
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竜王処理区

中央処理区

北部処理区

丈六処理区

しらさぎ台処理区

都市下水路
（新浜・津田中央・津田北部）

八万南
都市下水路

都市下水路
（国府東・国府西）

都市下水路
（田宮北・田宮西・矢三東・矢三西）

（島田・鮎喰・加茂名・名東西）

八万
都市下水路

民間

民間

民間

民間

直営
直営

直営

直営

直営

直営

北部処理区 丈六処理区
しらさぎ台

処理区
竜王処理区 合計

処理場 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 4 箇所

ポンプ場 8 箇所 — — — 8 箇所

管渠 205 km 6 km 40 km 7 km 258 km

汚水管 115 km 6 km 23 km 5 km 149 km

雨水管 27 km — 17 km 2 km 46 km

合流管 63 km — — — 63 km

対象区域 右図 4処理区

対象施設 処理場、ポンプ場、管渠

ウ
ォ
ー
タ
ー
P
P
P

4
要
件

① 契約期間 10年(R10～R19）

② 要求水準 性能発注(管渠のみ仕様発注から)

③ 導入スキーム レベル3.5（更新支援型）

④ プロフィットシェア 導入

受託者
JVもしくはSPC
地元企業の参画は必須

導入案概要

導入対象施設

導入対象区域

しらさぎ台団地汚水処理場

竜王団地汚水処理場

丈六団地汚水処理場

北部浄化センター

福島ポンプ場

常三島ポンプ場

宮の本排水機場
住吉橋排水機場
徳住橋排水機場
住吉西排水機場
住吉北排水機場
火薬庫横排水機場

1,066m3/日

588m3/日

1,014m3/日

517m3/分

30,100m3/日

凡例

処理場名

晴天時処理能力

ポンプ場名

雨水揚水量

712m3/分 98m3/分
23m3/分
36m3/分
14m3/分
9m3/分

94m3/分



事業スケジュール案5
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令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

導入可能性調査

公表資料作成
（要求水準書・契約書等）

事業者選定
事務引継ぎ

引継

ウォーターPPP事業 R19まで10年間

5 事業スケジュール案
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第1回マーケットサウンディング調査

※ 必要に応じてマーケットサウンディング調査を適宜実施


